
 

電子納品に係る特記仕様書 
(適用範囲) 

第１条 この特記仕様書は、当該業務である令和７年相模原市公園施設長寿命化計画

更新業務委託（以下「本業務」という。）の最終成果を電子納品の対象とし、そのた

めに必要な事項について定めるものである。 

(電子納品) 

第２条 電子納品とは、本業務の最終成果を電子データで納品することをいう。ここ

でいう電子データとは、「相模原市電子納品運用ガイドライン【業務編】令和３年 1

月」（以下「ガイドライン」という。）に示されたファイルフォーマットに基づいて

作成されたものを指す。なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、

別途監督員と協議するものとする。 

(成果品の納品) 

第３条 成果品は、「ガイドライン」に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ

－Ｒ）に格納して２部納品する。なお、電子納品の対象外とした品目は、従来通り

紙で納品する。又、「ガイドライン」で特に記載がない項目については、原則として

成果を電子化して納品する義務はないが、監督員と協議の上、電子化の是非を決定

する。 

２ 前項で規定する電子媒体は、監督員と別途協議の上、他の電子媒体（ＤＶＤ－Ｒ）

とすることができる。 

(成果品の確認) 

第４条 受注者は、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがない

ことを確認した後、ウイルス対策を実施すること。なお、電子データの検査方法につ

いては、別途協議の上、決定する。 

(成果の電子納品対象とする品目) 

第５条 本業務における電子納品の品目は次の通りとする。 

（１）基本・実施・撤去設計に関する成果品（図面のみ） 

（２）現地測量に関する成果品（図面のみ） 

(その他) 

第６条 受注者は、本業務を実施するにあたり、事前協議を実施するとともに、結果

を事前協議チェックシートに記載し、業務計画書に添付する。又、その他内容に疑

義を生じた場合は、速やかに監督員と協議し、その指示を受けなければならない。 


